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株式交換効力発生後の定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社協和エクシオ（以下、「協和エクシオ」といいます。）との 

間で締結いたしました平成30年５月９日付株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）に基づき、 

当社を株式交換完全子会社とする株式交換が実施された場合には、上場廃止等に伴う定款の一部変更案を株式 

交換効力発生後の当社株主（協和エクシオ）に対し、同年10月１日に提案することを決議いたしましたので、 

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
 
１．変更の理由 

  平成30年６月27日開催の第65回定時株主総会において、協和エクシオとの間で締結された本株式交換契約 

が承認可決され、同年10月１日を効力発生日として株式交換を実施する予定です。 

これにより、株式交換完全子会社となる当社は、同年９月26日付で上場廃止となるため、上場廃止に伴う 

諸規定を削除等するとともに、監査役会を廃止し監査役設置会社へ機関変更するための諸規定の削除および 

所要の変更を行うものであります。 

 

２．変更の内容 

   変更の内容は、次のとおりであります。         （下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（機   関） 

第４条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の 

機関を置く。 

(1)～(2)  （省 略） 

(3) 監査役会 

(4) 会計監査人 

（自己の株式の取得） 

第７条 当会社は、会社法第 165 条第２項の規定によ 

り、取締役会 の決議によって自己の株式を取得する 

ことができる。 

（単元株式数） 

第８条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 

（単元未満株式の買増し） 

第９条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取 

扱規程の定めるところにより、その有する単元未満株 

式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡 

すことを請求することが できる。 

   ２． 前項の請求があった場合において、当会社が売 

り渡すべき数の株式を有しないときは、当会社は前 

項の請求に応じないことができる。 

 

（機   関） 

第４条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の 

機関を置く。 

(1)～(2)  （現行どおり） 

   （削 除） 

(3) 会計監査人 

 

   （削 除） 

 

 

 

   （削 除） 

 

   （削 除） 

 

 

 

 

 

 

（下線は変更部分を示します。） 



現 行 定 款 変 更 案 

（単元未満株式についての権利） 

第１０条  当会社の株主は、その有する単元未満株式に 

ついて、次に掲げる権利以外の権利を行使する 

ことができない。 

 (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 

 (2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求を 

する権利 

 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割 

当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける 

権利 

 (4) 前条に定める請求をする権利 

第１１条   （省 略） 

   （新 設） 

 

 

第１２条～第１５条  （省 略） 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 

第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参 

考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類 

に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法 

務省令に定めるところに従いインターネットを利用 

する方法で開示することにより、株主に対して提供 

したものとみなすことができる。 

第１７条   （省 略） 

（議決権の代理行使） 

第 18 条 株主は当会社の議決権を有する他の株主１名を 

代理人としてその議決権を行使することができる。 

   ２．  前項の株主または代理人は、株主総会ごとに 

代理権を証する書面を当会社に差出さねばならな 

い。 

第１９条～第２６条  （省 略） 

第５章 監査役および監査役会 

第２７条～第２９条  （省 略） 

（常勤の監査役） 

第３０条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を 

選定する。 

（監査役会の招集通知） 

第３１条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日 

の 3 日前までに発するものとする。 

ただし、緊急のときはこれを短縮することができる。 

（監査役会規程） 

第３２条 監査役会は法令または定款に定める事項のほ 

か、監査役の業務の執行を決定する。細目につい 

ては、監査役会規程の 定めるところによる。 

第３３条～第３７条  （省 略） 

 

   （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条   （現行どおり） 

（株式の譲渡制限） 

第８条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認 

を要する。 

第９条～第１２条  （現行どおり） 

 

   （削 除） 

 

 

 

 

 

第１３条   （現行どおり） 

 

   （削 除） 

 

 

 

 

第１４条～第２１条  （現行どおり） 

第５章 監査役 

第２２条～第２４条  （現行どおり） 

（常勤の監査役） 

第２５条 監査役は、互選によって常勤の監査役を選定す 

る。 

 

   （削 除） 

 

 

 

   （削 除） 

 

 

第２６条～第３０条  （現行どおり） 

 

３．定款変更の効力発生日 

平成３０年１０月１日（予定） 
 

  なお、上記の定款変更案は、株式交換の効力発生後、協和エクシオのみが当社株主となった時点で、同社の 

書面による同意により、臨時株主総会における決議を省略して承認されることが予定されており、この承認をもって 

定款変更の効力が発生することとなります。 

以上 


